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記 



 

   守口市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

 守口市議会委員会条例（平成６年守口市条例第12号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 前 改 正 後 

第１条から第２８条の３まで 略 第１条から第２８条の３まで 略 

  

 （記録） 

第２９条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏

名等必要な事項を記載した記録を調製させ、これに署名又は

押印をしなければならない。 

 

 

２ 前項の記録は、議長が保管する。 

 （記録） 

第２９条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏

名等必要な事項を記載した記録を調製させ、これに署名しな

ければならない。 

２ 前項の記録に署名する委員は、１人とし、委員長が会議

において指名する。 

３ 第１項の記録は、議長が保管する。 

  

以下 略 以下 略 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


